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◆保育三団体協議会被災地支援募金のご協力のお願い 

全国保育協議会では被災地情報の把握に努めるとともに、保育三団体（全国保育協議会、

日本保育協会、全国私立保育連盟）において、被災地の保育所等及び保育活動等を支援す

るための募金を共同実施することの確認がなされました（令和 6 年 1 月 12 日）。 

つきましては、以下のとおり、募金口座を開設致しましたので、募金への協力について

特段のご配慮を頂きますようお願い致します。 

なお、今回の支援募金※については、こども家庭庁より発出された通知により、都道府県、

指定都市または中核市との協議を行った上で、私立保育所に対する委託費からの支出が可

能と示されております（全保協ニュース No.23-43 参照）。 

※ 支援募金は被災地域の保育所等並びに保育組織及び被災地域における保育活動等を支援することを目的

としています。 

【保育三団体被災地支援募金】 

 募金期間：令和 6年 1月 18日（木）～令和 6年 5月 31日（金） 

 金融機関：三菱ＵＦＪ銀行 麹町支店（店番号：616） 

 口座番号：普通預金 ０４１１883 

 口座名義：保育三団体被災地支援募金（ホイクサンダンタイヒサイチシエンボキン） 

※ 領収書の発行は入金記録等を集約した上で、日本保育協会（保育三団体 幹事団体）

より発送いたしますので、URL（https://x.gd/kOplD）もしくは以下の QR コードの 
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領収書発行フォームに必要事項をご入力ください。 

※誠に恐れ入りますが振込手数料は、ご負担いただきますようお願い申し上げます。 

※ 送金は組織単位でまとめて頂いても、会員、個人で送金頂いても結構です。保育三団 

体は都道府県・指定都市別の送金件数や金額等の集計を行う予定はございませんので 

予めご了解下さい。 

 

＜振り込み、領収書等に関する問い合わせ先＞ 

日本保育協会 事務局（保育三団体 幹事団体） 

TEL. 03-3222-2111 / E-mail： hoiku3dantaishienkin@nippo.or.jp 

＜その他問合せ先＞ 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国保育協議会 

TEL. 03-3581-6503 / FAX. 03-3581-6509 / E-mail： zenhokyo@shakyo.or.jp 

別添 PDF におきましても、同様のご案内を記載しております。ご周知にご協力いただき

ますようお願いいたします。 

（添付）【保育三団体】令和６年能登半島地震被災地支援募金の実施について 

 

◆ 「オールこども石川」被災地支援への協力について

（周知） 

石川県では、能登半島地震の被災地の保育施設および各施設に従事する職員、また、被

災した県内すべての乳幼児およびその保護者を支援する活動について、「オールこども石川」

として、その窓口を一本化し、就学前のこどもを対象とした石川県全域で活動する保育関

係団体が協力・共同して対応がされています。 

「オールこども石川」では、下記の①被災地支援金と、②物資支援について実施されて

います。 

【オールこども石川 被災地支援金】 

実施主体：オールこども石川（石川県社会福祉協議会保育部会、日本保育協会石川支部、

石川県認定こども園協会、石川県私立保育園連盟） 

支援金の使途：石川県内のこどもたちのため、被災地の保育施設の復旧・復興およびこど

もとその保護者に対する支援の目的に限って使用・配分 

領収書発行フォーム 
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募金期間：～令和 6年 1月 31日（水）※今後の状況により期間を延長する場合があります。 

金融機関：北國銀行 県庁支店 

口座番号：普通預金 ００２８６２６ 

口座名義：石川県社会福祉協議会 石川県保育部会 

     （イシカワケンシャカイフクシキョウギカイ イシカワケンホイクブカイ） 

お問い合わせ先：石川県社会福祉協議会保育部会 事務局 

       （iskhoiku@isk-shakyo.or.jp） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

※ なお、「オールこども石川」へ送金予定である「能登半島地震被災地支援義援金」が日本保育協会青年

部において実施されています（募金期間：令和 6 年 1 月 31 日まで）。 

【オールこども石川 支援物資】 

支援物資の送付先 ※必ず同じ物品を『箱』単位で梱包し、物品・数量を箱に記載して下さい。 

住 所 ：〒924-0815 石川県白山市三浦町５９２ 

送付先 ：株式会社 F.K.Solutions 三浦倉庫 

ＴＥＬ ：076-255-7344 担当：加藤・星野 

支援物資受付品目 ※ 使用期限が３ヶ月未満のものはご遠慮ください。 

□飲料水（ペットボトル 500ml、2L） 

□粉ミルク 

□液体ミルク 

□こども用オムツ（各サイズ） 

□おしりふき または 手口ふき 

□ウェットティッシュ 

□アルコールスプレー 

□携帯トイレ（凝固剤、ゴミ袋付） 

□生理用品 

物資支援に関する問合せ先 

オールこども石川 allkodomoishikawa2024@gmail.com 

詳細は、添付 PDF をご確認ください。 

（添付）【オールこども石川】被災地支援協力のお願い 

    【オールこども石川】支援金 【オールこども石川】物資支援 



全社児福発第 653 号① 

令和 6 年 1 月 18 日 

全国保育協議会 会員 各位 

社会福祉法人 全国保育協議会 

会 長  奥 村  尚 三 

〔 公 印 省 略 〕 

令和６年能登半島地震にかかる 

保育三団体被災地支援募金への協力について【お願い】 

 

令和 6 年能登半島地震による被害を受けた地域の皆さまにおかれましては、心よりお見舞いを

申し上げます。 

全国保育協議会は、被災地情報の把握に努めるとともに、被災地の保育所等及び保育活動等を

支援するための募金を、令和 6 年 1 月 12 日に保育三団体（全国保育協議会、日本保育協会、全

国私立保育連盟）において共同実施することといたしました。 

つきましては、以下のとおり、募金口座を開設致しましたので、募金への協力について特段のご

配慮を頂きますようお願いいたします。 

送金は組織単位でまとめて頂いても、会員、個人で送金頂いても結構です。保育三団体は都道府

県・指定都市別の送金件数や金額等の集計を行う予定はございませんので予めご了解下さい。 

なお、今回の支援募金については、こども家庭庁より発出された通知により都道府県、指定都市

または中核市との協議を行った上で、私立保育所に対する委託費からの支出が可能と示されてお

ります。 

 

保育三団体被災地支援募金 

募金期間：令和 6 年 1 月 18 日（木）～令和 6 年 5 月 31 日（金） 

金融機関：三菱ＵＦＪ銀行 麹町支店（店番号：６１６） 

口座番号：普通預金 ０４１１８８３ 

口座名義：保育三団体被災地支援募金 

（ホイクサンダンタイヒサイチシエンボキン） 

※ 領収書の発行は入金記録等を集約した上で、日本保育協会（令和 5 年度保育三団体幹事

団体）より発送いたしますので、URL（https://x.gd/kOplD）もしくは以下の QR コー

ドより領収書発行フォームに必要事項をご入力ください。 

※ 誠に恐れ入りますが御振込手数料は、ご負担いただきますようお願い申し上げます。 

 

＜振り込み・領収書に関する問い合わせ先＞ 

日本保育協会 事務局（令和 5 年度保育三団体事務局） 

TEL. 03-3222-2111 / E-mail： hoiku3dantaishienkin@nippo.or.jp 

 

＜その他本件に関する問い合わせ先＞ 

社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国保育協議会 

TEL. 03-3581-6503 / FAX. 03-3581-6509 / E-mail： zenhokyo@shakyo.or.jp 

領収書発行フォーム 

https://x.gd/kOplD
mailto:hoiku3dantaigienkin@nippo.or.jp


令和６年１月１０日 

各 位 

社会福祉法人石川県社会福祉協議会保育部会  

部会長  前 田 武 司［公印略］ 

日本保育協会石川県支部  

支部長  櫻 井 定 宗［公印略］ 

石川県認定こども園協会  

会 長  木 村 昭 仁［公印略］ 

石 川 県 私 立 保 育 園 連 盟 

理事長  北 野 克 治［公印略］ 

 

 

令和６年能登半島地震 
 

『オールこども石川』被災地支援への協力について（お願い） 
 

令和６年１月１日１６時１０分頃発生しました令和６年能登半島地震では、石川県能登地方を中

心に甚大な被害が明らかになりつつあります。犠牲となった尊い命に哀悼の意を捧げますとともに、

被害に遭われた皆様へ心よりお見舞いを申し上げます。 

経験したことのない巨大地震によって、人的、物的被害は計り知れず、復興のその日まで長い時

間に渡る継続的な支援を欠かすことはできません。 
 
このたび、被災地の保育施設および各施設に従事する職員、また、被災した県内すべての乳幼児

およびその保護者を支援する活動について、就学前のこどもを対象とした石川県全域で活動する保

育関係団体が協力し、『オールこども石川』として、その窓口を一本化し、各団体の垣根を超え、

共同で対応することと致しました。 

皆様におかれましても、ぜひこの趣旨にご賛同頂き、石川県の未来を担うこどもたちの安全、安

心と健やかな育ちを願ってご支援のご協力を頂ければ幸いに存じます。 

 

つきましては、①被災地支援金と、②物資支援について別添の通りご案内致しますので、内容に

ついてご理解の上、ご協力のご検討を賜りますようお願い申しあげます。 

 

以上 
 

 

 

 
 
 
 
 

『オールこども石川』被災地支援 

事務局（担当：新保 雄希） 

〒921-8034石川県金沢市泉野町4-4-3 

TEL 076-243-6775／FAX 076-243-6775 
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受付期間�〜令和６年１⽉３１⽇

※��の状況によって期間を��する場�があります。

※�援物�は、オールこども⽯川に��する４団体で協�の上、�災地の保���の復旧・復�
 およびこどもとその保�者に�する�援の⽬的に�って使⽤・配�いたします。

 �回は、⽯川�内のこどもたちの為にと、団体の��を超えて�⼝を⼀��しました。その為、

 ご�付頂いた�援金や物�については、��の団体の�員�に�らず、�災した�てのこどもや

 保���が��になりますことを予めご了�ください。
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□�料�（ペットボトル500ml、2L）

□粉ミルク

□�体ミルク

□こども⽤オムツ（各サイズ）

□おしりふき または ⼿⼝ふき

□ウェットティッシュ

□アルコールスプレー

□�帯トイレ（�固�、ゴミ�付）

□⽣理⽤品

物��援に�する問�せ先�

オールこども⽯川 allkodomoishikawa2024@gmail.com

・�状状には��または団体�および��先の��を必ずお願いします。

・使⽤期�が３ヶ⽉未�のものはご�慮ください。

下�リスト��の物品のみ受付します。

ALL 

C
H

I
L

D
R

E
N

 I S H I K A W A

 
S

I
N

C
E

 
2

0
2

4
.1.1

I

2024

オールこども⽯川 �援物�の�付先情�

�援物�の�付先

02

⽯川�����協��保���

⽇�保�協�⽯川���

⽯川���こども�協�

⽯川��立保���盟

オールこども⽯川

令和６年��半�地�

必ず同じ物品を『箱』単�で��し、物品・�量を箱に��して下さい。

郵便���〒924-0815
� � �⽯川�⽩��三浦�５９２ 
�付先 �株式��F.K.Solutions 三浦�� 
ＴＥＬ �076-255-7344 担当���・星野



�災地�援金のお願い

下�の事項を��の上お⼿�きください

オールこども⽯川
2024

募金期間�〜令和６年１⽉３１⽇（�）

金����北國�⾏ ����（����０６９）

⼝������預金０００００００ 
⼝��義������� ⽯川�����協��

     （フク．イシカワケンシャカイフクシキョウギカ

イ）

※��の状況によって期間を��する場�があります
※�援金は��団体で協�の上、�災地の保���の復旧・復
�

 およびこどもとその保�者に�する�援の⽬的に�って使⽤

�

 します。

01

02 03

オールこども⽯川 �災地�援金

��先の情�
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募金期間�〜令和６年１⽉３１⽇（�）

金����北國�⾏ ����

⼝������預金 ００２８６２６ 

⼝��義�⽯川�����協�� ⽯川�保���
     （イシカワケンシャカイフクシキョウギカイ イシカワケンホイクブカイ）

※��の状況によって期間を��する場�があります。
※�援金は、オールこども⽯川に��する４団体で協�の上、�災地の保���の復旧・復�
 およびこどもとその保�者に�する�援の⽬的に�って使⽤・配�いたします。

 �回は、⽯川�内のこどもたちのためにということで、団体の��を超えて�⼝を⼀��しま

 した。そのため、ご�付頂いた�援金や物�については、��の団体の�員�に�らず、�災

 したすべてのこどもや保���が��になりますことを予めご了�ください。

金�の�めや基�はありません。��、��、個�、�業、団体のいずれからも受付�します。

�援金について、��こども�は��型�付�から��することは�し�えありません。�立保

��の���からの��は�められておりませんのでご��ください。

�援金は��みのみとさせていただきます（現金は��いいたしません）。なお��⼿�料は、

ご負担をお願いします。

領�書が必�な場�は、下�URLまたは右下のQRコード（Google form）よりご��下さい。
https://forms.gle/N8oJzQVXZtqGLh1d7

発⾏には��間�します。予めご了�願います。

領�書の発⾏者�は「⽯川�����協��保���」となります。

また、領�書は��金�でのみ作成します。��枚に�けての発⾏は�しかねますので予めご了

�ください。

この�援金の�理団体を「⽯川�����協��保���」とします。

01

お問�せ �⽯川�����協��保��� 事�局  ✉iskhoiku@isk-shakyo.or.jp

オールこども⽯川
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令和６年��半�地�

⽯川�����協��保���

⽇�保�協�⽯川���

⽯川���こども�協�

⽯川��立保���盟

https://forms.gle/N8oJzQVXZtqGLh1d7

